
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

間

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

事

業

の

認

定

監

理

課

担

当

課

（

室

）

○

決

算

の

要

領

会

計

課

目

次

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

換

地

処

分

耕

地

課

【

規

則

】

○

岡

山

県

青

少

年

問

題

協

議

会

規

則

の

一

部

を

改

男

女

共

同

参

画

青

少

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

正

す

る

規

則

年

課

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

岡

山

県

行

政

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

観

光

課

則

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

【

告

示

】

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

正

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

○

証

票

の

有

効

期

限

の

決

定

〃

【

監

査

公

表

】

○

岡

山

県

吉

備

高

原

都

市

セ

ン

タ

ー

区

広

場

の

指

中

山

間

・

地

域

振

興

定

管

理

者

の

指

定

課

○

平

成

二

十

八

年

度

分

の

監

査

の

結

果

の

公

表

監

査

事

務

局

【

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

】

○

岡

山

県

立

美

術

館

の

指

定

管

理

者

の

指

定

文

化

振

興

課

○

お

か

や

ま

旧

日

銀

ホ

ー

ル

の

指

定

管

理

者

の

指

〃

○

平

成

三

十

年

度

に

お

け

る

第

五

種

共

同

漁

業

権

内

水

面

漁

場

管

理

委

定

魚

種

の

増

殖

に

つ

い

て

の

指

示

員

会

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

南

部

健

康

づ

く

り

セ

ン

タ

ー

の

指

定

管

健

康

推

進

課

理

者

の

指

定

○

岡

山

県

立

学

校

の

管

理

運

営

に

関

す

る

規

則

の

教

育

委

員

会

○

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

岡

山

リ

サ

ー

チ

パ

ー

ク

イ

ン

キ

ュ

ベ

ー

産

業

振

興

課

（

県

例

規

集

登

載

）

シ

ョ

ン

セ

ン

タ

ー

の

指

定

管

理

者

の

指

定

○

岡

山

県

生

涯

学

習

セ

ン

タ

ー

の

指

定

管

理

者

の

〃

○

小

型

機

船

底

び

き

網

漁

業

の

許

可

等

の

申

請

期

水

産

課

指

定

岡

山

県

公

報

平成２９年１２月２６日 第１１９５２号



担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

○

岡

山

県

立

図

書

館

の

指

定

管

理

者

の

指

定

〃

○

岡

山

県

立

博

物

館

の

指

定

管

理

者

の

指

定

〃

平成２９年１２月２６日 第１１９５２号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
七
号

岡
山
県
青
少
年
問
題
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
青
少
年
問
題
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
青
少
年
問
題
協
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

、

、

。

、

２

委
員
は

次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
任
命
し

又
は
委
嘱
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
二
人
以
内
と
す
る
。

一

関
係
行
政
機
関
の
職
員

二

学
識
経
験
を
有
す
る
者

三

公
募
に
応
じ
た
者

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

）
の
前
日
に
お
い
て
岡
山
県
青
少
年
問
題

。

協
議
会
の
委
員
で
あ
る
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
改
正
後
の
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岡
山
県

、

、

、

青
少
年
問
題
協
議
会
の
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ

又
は
委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し

そ
の
任
期
は

同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
八
号

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
十
一
条
第
六
号
中
「
通
訳
案
内
士
」
を
「
全
国
通
訳
案
内
士
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
九
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

「

」

「

」

、

別
表
産
業
労
働
部
の
部
観
光
課
の
項
１
中

を

に
改
め

通
訳

案
内

士
の

全
国

通
訳

案
内

士
の

同
項
２
及
び
３
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

通
訳

案
内

士
登

録
証

全
国

通
訳

案
内

士
登

録
証

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
号

岡
山
県
吉
備
高
原
都
市
セ
ン
タ
ー
区
広
場
条
例
（
平
成
四
年
岡
山
県
条
例
第
五
号
）
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
地
内

岡
山
県
吉
備
高
原
都
市
セ
ン
タ
ー
区
広
場

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
四
八
六
〇
番
地
の
六

株
式
会
社
吉
備
高
原
都
市
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役
社
長

宮
地

俊
明

三

指
定
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
一
号

岡
山
県
立
美
術
館
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
天
神
町
八
番
四
八
号

岡
山
県
立
美
術
館

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
新
宿
区
市
谷
本
村
町
二
番
一
号

鹿
島
建
物
総
合
管
理
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

宅

正
雄

三

指
定
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
二
号

岡
山
県
お
か
や
ま
旧
日
銀
ホ
ー
ル
条
例
（
平
成
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
六
番
二
〇
号

お
か
や
ま
旧
日
銀
ホ
ー
ル

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
六
番
二
〇
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
バ
ン
ク
オ
ブ
ア
ー
ツ
岡
山

理
事
長

半
田

正
巳

三

指
定
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
三
号

岡
山
県
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
九
年
岡
山
県
条
例
第
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
平
田
四
〇
八
番
地
一

岡
山
県
南
部
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
平
田
四
〇
八
番
地
一

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
健
康
づ
く
り
財
団

理
事
長

石
川

紘

三

指
定
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ズ

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
穂
崎
八
八
八
番
地
の
四

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
創
和

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
穂
崎
八
八
八
番
地
の
四

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
〇
四
五
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
五
号

岡
山
県
岡
山
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
条
例

第
六
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
芳
賀
五
三
〇
三
番
地

岡
山
県
岡
山
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
備
後
町
一
丁
目
七
番
一
〇
号

大
林
Ｆ
・
合
人
社
・
岡
経
研
共
同
事
業
体

代
表
者

大
林
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
株
式
会
社
大
阪
支
店

常
務
取
締
役
大
阪
支
店
長

森

良
史

三

指
定
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
六
号

岡
山
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
規
則

第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁

。

業
の
許
可
及
び
起
業
の
認
可
の
申
請
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

申
請
期
間

平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
七
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
条
の
規
定

。

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
を
認
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

起
業
者
の
名
称

学
校
法
人
就
実
学
園

二

事
業
の
種
類

就
実
学
園
運
動
場
（
サ
ブ
グ
ラ
ン
ド
）
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岡
山
県
岡
山
市
中
区
西
川
原
字
川
上
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

就
実
学
園
運
動
場
（
サ
ブ
グ
ラ
ン
ド
）
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う

）
は
、
法

。

第
三
条
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
「
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に

規
定
す
る
学
校
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
そ
の
他
の
教
育
若
し
く
は
学
術
研
究
の
た
め
の
施
設
」
に
該

当
す
る
学
校
を
整
備
す
る
事
業
で
あ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断

さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
学
校
法
人
就
実
学
園
は
、
本
件
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
財

源
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
就
実
大
学
教
育
学
部
の
講
義
等
に

（１）

、

。

必
要
な
運
動
場
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り

教
育
環
境
の
向
上
に
相
当
の
寄
与
が
見
込
ま
れ
る

ま
た
、
本
件
事
業
の
計
画
に
お
い
て
は
、
①
校
舎
か
ら
近
く
、
交
通
の
便
の
よ
い
土
地
で
あ

る
こ
と
、
②
運
動
場
に
適
し
た
面
積
で
あ
る
こ
と
、
③
経
済
性
が
高
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
複

数
の
候
補
地
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
最
適
と
な
る
案
を
採
用
し
て
い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は

本
件
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法

平

、

（

（２）
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成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
並

び
に
起
業
地
及
び
起
業
地
周
辺
の
土
地
利
用
状
況
か
ら
保
護
の
た
め
特
別
の
処
置
を
講
ず
べ
き

動
植
物
、
文
化
財
等
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利

益
は
軽
微
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と

で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本

（３）

（１）

（２）

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
教
員
及
び
学
生
か
ら
そ
の
実
現
に
対
す
る
要
望
が
強
く
、
早
急
に
施

行
さ
れ
る
べ
き
事
業
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒

久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
に
つ
い
て
も

合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を

充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の

で
あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

岡
山
市
中
区
役
所
総
務
・
地
域
振
興
課
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
八
号

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
に
岡
山
県
議
会
定
例
会
で
議
決
を
経
た
決
算
の
要
領
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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平成２８年度 一般会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 県 税 235,041,149,768
１ 県 民 税 73,216,448,913
２ 事 業 税 48,295,046,332
３ 地 方 消 費 税 59,257,242,758
４ 不 動 産 取 得 税 5,123,195,282
５ 県 た ば こ 税 2,116,282,717
６ ゴ ル フ 場 利 用 税 712,402,320
７ 自 動 車 取 得 税 2,195,094,900
８ 軽 油 引 取 税 18,246,294,193
９ 自 動 車 税 25,396,210,141
10 鉱 区 税 10,761,389
11 狩 猟 税 20,048,300
12 産 業 廃 棄 物 処 理 税 452,122,523
13 旧 法 に よ る 税 0

２ 地 方 消 費 税 65,370,231,696
清 算 金 １ 地 方 消 費 税 清 算 金 65,370,231,696

３ 地 方 譲 与 税 29,174,639,000
１ 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 26,182,186,000
２ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 2,764,928,000
３ 石 油 ガ ス 譲 与 税 140,052,000
４ 地 方 道 路 譲 与 税 0
５ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 87,473,000

４ 地 方 特 例 交 付 金 780,240,000
１ 地 方 特 例 交 付 金 780,240,000

５ 地 方 交 付 税 169,140,257,000
１ 地 方 交 付 税 169,140,257,000

６ 交 通 安 全 対 策 517,203,000
特 別 交 付 金 １ 交通安全対策特別交付金 517,203,000

７ 分担金及び負担金 6,332,066,471
１ 負 担 金 6,332,066,471

８ 使用料及び手数料 10,183,141,163
１ 使 用 料 7,182,741,535
２ 手 数 料 3,000,399,628

９ 国 庫 支 出 金 69,907,625,399
１ 国 庫 負 担 金 37,768,549,001
２ 国 庫 補 助 金 31,109,263,492
３ 委 託 金 1,029,812,906

10 財 産 収 入 1,798,213,904
１ 財 産 運 用 収 入 890,787,301
２ 財 産 売 払 収 入 907,426,603

11 寄 附 金 206,113,414
１ 寄 附 金 206,113,414

12 繰 入 金 15,264,221,220

歳 入

款 項 決 算 額
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１ 特 別 会 計 繰 入 金 1,224,458,088
２ 基 金 繰 入 金 14,039,763,132

13 諸 収 入 10,933,276,538
１ 延滞金，加算金及び過料等 390,015,198
２ 県 預 金 利 子 30,129,368
３ 貸 付 金 元 利 収 入 982,958,741
４ 受 託 事 業 収 入 841,142,303
５ 収 益 事 業 収 入 3,065,518,547
６ 利 子 割 精 算 金 収 入 22,100,494
７ 雑 入 5,601,411,887

14 県 債 76,364,200,000
１ 県 債 76,364,200,000

15 繰 越 金 5,437,347,431
１ 繰 越 金 5,437,347,431

１ 議 会 費 1,466,870,267
１ 議 会 費 1,466,870,267

２ 総 務 費 40,450,656,338
１ 総 務 管 理 費 15,201,875,875
２ 企 画 費 4,448,805,744
３ 地 方 振 興 費 3,116,060,091
４ 徴 税 費 7,701,925,359
５ 市 町 村 振 興 費 1,051,108,647
６ 選 挙 費 1,479,211,401
７ 統 計 調 査 費 358,242,188
８ 県 民 生 活 費 1,470,247,810
９ 防 災 費 1,821,804,645
10 環 境 費 3,520,451,306
11 人 事 委 員 会 費 109,039,275
12 監 査 委 員 費 171,883,997

３ 民 生 費 103,561,037,260
１ 社 会 福 祉 費 84,703,574,616
２ 児 童 福 祉 費 17,565,170,139
３ 生 活 保 護 費 1,200,951,580
４ 災 害 救 助 費 91,340,925

４ 衛 生 費 17,627,614,631
１ 公 衆 衛 生 費 6,366,008,341
２ 環 境 衛 生 費 1,816,758,995
３ 保 健 所 費 1,954,845,058
４ 医 薬 費 7,490,002,237

５ 労 働 費 1,334,595,142
１ 労 政 費 315,221,899
２ 職 業 訓 練 費 914,546,944

歳 入 合 計 696,449,926,004

歳 出

款 項 決 算 額
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３ 労 働 委 員 会 費 104,826,299
６ 農 林 水 産 業 費 36,202,964,415

１ 農 業 費 9,516,647,840
２ 畜 産 業 費 3,161,777,887
３ 農 地 費 13,337,091,425
４ 林 業 費 8,834,676,765
５ 水 産 業 費 1,352,770,498

７ 商 工 費 7,282,808,275
１ 商 業 費 775,905,998
２ 工 鉱 業 費 5,829,051,908
３ 観 光 費 677,850,369

８ 土 木 費 57,697,807,037
１ 土 木 管 理 費 7,132,842,461
２ 道 路 橋 り よ う 費 29,258,886,797
３ 河 川 海 岸 費 11,565,341,330
４ 港 湾 費 5,428,237,677
５ 都 市 計 画 費 3,304,922,238
６ 住 宅 費 1,007,576,534

９ 警 察 費 46,321,278,783
１ 警 察 管 理 費 45,422,246,625
２ 警 察 活 動 費 899,032,158

10 教 育 費 177,704,849,295
１ 教 育 総 務 費 30,281,044,207
２ 小 学 校 費 57,513,971,394
３ 中 学 校 費 33,132,929,562
４ 高 等 学 校 費 37,964,757,111
５ 特 別 支 援 学 校 費 13,310,688,834
６ 大 学 費 2,073,196,088
７ 社 会 教 育 費 2,192,984,763
８ 保 健 体 育 費 1,235,277,336

11 災 害 復 旧 費 394,392,018
１ 農林水産施設災害復旧費 251,341,085
２ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 143,050,933

12 公 債 費 102,335,523,439
１ 公 債 費 102,335,523,439

13 諸 支 出 金 99,563,682,797
１ 地 方 消 費 税 清 算 金 57,168,324,696
２ 利 子 割 交 付 金 284,537,000
３ 配 当 割 交 付 金 1,017,359,000
４ 株式等譲渡所得割交付金 671,704,000
５ 地 方 消 費 税 交 付 金 33,109,481,000
６ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 513,186,248
７ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1,669,306,215
８ 軽 油 引 取 税 交 付 金 5,013,840,000
９ 利 子 割 精 算 金 751,638
10 産業廃棄物処理税交付金 115,193,000

14 予 備 費 0
１ 予 備 費 0

歳 出 合 計 691,944,079,697
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歳入歳出差引残額 4,505,846,307 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



平成２８年度 岡山県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 入 金 3,441,495
１ 一 般 会 計 繰 入 金 3,441,495

２ 繰 越 金 97,469,300
１ 繰 越 金 97,469,300

３ 諸 収 入 62,607,744
１ 県 預 金 利 子 19,377
２ 貸 付 金 元 利 収 入 58,972,892
３ 雑 入 3,615,475

１ 民 生 費 59,551,695
１ 児 童 福 祉 費 59,551,695

歳入歳出差引残額 103,966,844 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

163,518,539

歳 出

款 項 決 算 額

歳 出 合 計 59,551,695

歳 入

款 項 決 算 額

歳 入 合 計
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平成２８年度 岡山県営食肉地方卸売市場特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 使用料及び手数料 76,290,501
１ 使 用 料 76,290,501

２ 財 産 収 入 0
１ 財 産 売 払 収 入 0

３ 繰 入 金 1,199,515,159
１ 一 般 会 計 繰 入 金 1,199,515,159

４ 繰 越 金 2,709,481
１ 繰 越 金 2,709,481

５ 諸 収 入 24,192,803
１ 雑 入 24,192,803

６ 県 債 33,100,000
１ 県 債 33,100,000

１ 農 林 水 産 業 費 1,332,853,127
１ 畜 産 業 費 664,125,968
２ 公 債 費 668,727,159

歳入歳出差引残額 2,954,817 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

款 項 決 算 額

歳 出 合 計 1,332,853,127

歳 入 合 計

歳 入

款 項 決 算 額

1,335,807,944

歳 出
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平成２８年度 岡山県造林事業等特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 財 産 収 入 19,436,567
１ 財 産 売 払 収 入 19,436,567

２ 繰 入 金 1,855,696,134
１ 一 般 会 計 繰 入 金 1,855,696,134

３ 繰 越 金 12,913,929
１ 繰 越 金 12,913,929

４ 諸 収 入 41,632,841,676
１ 貸 付 金 元 利 収 入 41,629,000,000
２ 雑 入 3,841,676

１ 農 林 水 産 業 費 43,509,311,181
１ 林 業 費 43,400,587,269
２ 公 債 費 108,723,912

歳入歳出差引残額 11,577,125 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

43,509,311,181歳 出 合 計

歳 入

款 項 決 算 額

歳 入 合 計 43,520,888,306

歳 出

款 項 決 算 額
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平成２８年度 岡山県林業改善資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

２ 繰 越 金 235,434,399
１ 繰 越 金 235,434,399

３ 諸 収 入 495,942,139
１ 貸 付 金 元 利 収 入 495,868,741
２ 雑 入 73,398

４ 県 債 243,500,000
１ 県 債 243,500,000

１ 農 林 水 産 業 費 751,201,854
１ 林 業 費 751,201,854

歳入歳出差引残額 223,674,684 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

歳 出 合 計 751,201,854

歳 入

款 項 決 算 額

歳 入 合 計 974,876,538

項 決 算 額

歳 出

款
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平成２８年度 岡山県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 入 金 75,517
１ 一 般 会 計 繰 入 金 75,517

２ 繰 越 金 196,662,970
１ 繰 越 金 196,662,970

３ 諸 収 入 47,976,291
１ 貸 付 金 元 利 収 入 47,931,000
２ 雑 入 45,291

１ 農 林 水 産 業 費 7,334,427
１ 水 産 業 費 7,334,427

歳入歳出差引残額 237,380,351 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

244,714,778

歳 出

款 項 決 算 額

歳 出 合 計 7,334,427

歳 入

款 項 決 算 額

歳 入 合 計
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平成２８年度 岡山県中小企業支援資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 越 金 2,291,983,659
１ 繰 越 金 2,291,983,659

２ 諸 収 入 887,789,610
１ 県 預 金 利 子 500,366
２ 貸 付 金 元 利 収 入 886,759,244
３ 雑 入 530,000

３ 県 債 126,711,000
１ 県 債 126,711,000

１ 商 工 費 1,301,271,371
１ 商 工 費 1,301,271,371

歳入歳出差引残額 2,005,212,898 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

項 決 算 額

歳 出 合 計 1,301,271,371

款 項 決 算 額

歳 入 合 計 3,306,484,269

歳 出

款

歳 入
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平成２８年度 岡山県内陸工業団地及び流通業務団地造成事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 財 産 収 入 1,271,716,943
１ 財 産 売 払 収 入 1,261,419,577
２ 財 産 運 用 収 入 10,297,366

２ 繰 入 金 54,436,000
１ 一 般 会 計 繰 入 金 54,436,000

３ 繰 越 金 2,140,017
１ 繰 越 金 2,140,017

４ 県 債 1,361,000,000
１ 県 債 1,361,000,000

１ 内 陸 ・ 流 通 団 地 2,684,563,380
造 成 事 業 費 １ 内陸・流通団地造成事業費 1,455,775,879

２ 公 債 費 1,228,787,501

歳入歳出差引残額 4,729,580 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

2,689,292,960

歳 出

款 項 決 算 額

歳 出 合 計 2,684,563,380

歳 入

款 項 決 算 額

歳 入 合 計
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平成２８年度 岡山県公共用地等取得事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 財 産 収 入 95,109,073
１ 財 産 売 払 収 入 95,101,000
２ 財 産 運 用 収 入 8,073

２ 繰 入 金 773,616,840
１ 一 般 会 計 繰 入 金 772,655,195
２ 土 地 開 発 基 金 繰 入 金 961,645

４ 県 債 73,000,000
１ 県 債 73,000,000

５ 繰 越 金 709,561,215
１ 繰 越 金 709,561,215

１ 道路等用地取得費 574,441,549
１ 道 路 等 用 地 取 得 費 574,441,549

２ 公共用地等取得費 115,733,878
１ 公 共 用 地 等 取 得 費 115,733,878

３ 吉 備 高 原 都 市 170,201,013
建 設 用 地 取 得 費 １ 吉 備 高 原 都 市

建 設 用 地 取 得 費
２ 公 債 費 48,726,704

歳入歳出差引残額 790,910,688 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

1,651,287,128

歳 出

款 項 決 算 額

歳 出 合 計 860,376,440

歳 入 合 計

121,474,309

歳 入

款 項 決 算 額
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平成２８年度 岡山県後楽園特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 使用料及び手数料 282,627,377
１ 使 用 料 282,627,377

２ 財 産 収 入 172,113
１ 財 産 売 払 収 入 172,113

３ 繰 入 金 13,683,000
１ 一 般 会 計 繰 入 金 13,683,000

４ 繰 越 金 35,798,144
１ 繰 越 金 35,798,144

５ 諸 収 入 7,458,377
１ 雑 入 7,458,377

１ 後 楽 園 費 265,647,182
１ 後 楽 園 費 265,647,182

歳入歳出差引残額 74,091,829 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

265,647,182歳 出 合 計

項 決 算 額

歳 入 合 計 339,739,011

歳 出

款 項 決 算 額

款

歳 入
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平成２８年度 岡山県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 使用料及び手数料 313,708,506
１ 使 用 料 313,708,506

２ 財 産 収 入 509,455,754
１ 財 産 売 払 収 入 261,727,979
２ 財 産 運 用 収 入 247,727,775

３ 繰 入 金 362,956,778
１ 一 般 会 計 繰 入 金 362,956,778

４ 繰 越 金 2,318,183,687
１ 繰 越 金 2,318,183,687

５ 諸 収 入 130,479,685
１ 雑 入 130,479,685

６ 県 債 1,858,000,000
１ 県 債 1,858,000,000

１ 土 木 費 4,861,777,098
１ 港 湾 費 220,303,654
２ 臨 海 土 地 造 成 費 1,302,955,021
３ 公 債 費 3,338,518,423

歳入歳出差引残額 631,007,312 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

項 決 算 額

歳 出 合 計 4,861,777,098

歳 入

款 項 決 算 額

歳 入 合 計 5,492,784,410

歳 出

款
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平成２８年度 岡山県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 分担金及び負担金 2,953,357,842
１ 負 担 金 2,953,357,842

２ 国 庫 支 出 金 635,762,000
１ 国 庫 補 助 金 635,762,000

３ 繰 入 金 878,380,000
１ 一 般 会 計 繰 入 金 878,380,000

４ 繰 越 金 5,130,607,279
１ 繰 越 金 5,130,607,279

５ 諸 収 入 0
１ 雑 入 0

６ 県 債 176,600,000
１ 県 債 176,600,000

７ 財 産 収 入 3,382,600
１ 財 産 売 払 収 入 3,382,600

１ 土 木 費 4,438,174,151
１ 流 域 下 水 道 費 3,630,209,195
２ 公 債 費 807,964,956

歳入歳出差引残額 5,339,915,570 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

9,778,089,721

歳 出

款 項 決 算 額

歳 出 合 計 4,438,174,151

歳 入 合 計

歳 入

款 項 決 算 額
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平成２８年度 岡山県収入証紙等特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 証 紙 収 入 3,064,508,646
１ 証 紙 収 入 3,064,508,646

２ 証 紙 代 金 収 納 3,083,851,200
計 器 収 入 １ 証 紙 代 金 収 納 計 器 収 入 3,083,851,200

３ 繰 入 金 122,539,240
１ 一 般 会 計 繰 入 金 122,539,240

４ 繰 越 金 177,605,618
１ 繰 越 金 177,605,618

１ 証 紙 費 3,144,476,280
１ 証 紙 管 理 費 3,144,476,280

２ 証 紙 代 金 収 納 3,106,856,610
計 器 費 １ 証紙代金収納計器管理費 3,106,856,610

歳入歳出差引残額 197,171,814 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

6,251,332,890歳 出 合 計

項 決 算 額

歳 入 合 計 6,448,504,704

歳 出

款 項 決 算 額

歳 入

款
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平成２８年度 岡山県用品調達特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 用 品 収 入 192,397,741
１ 用 品 収 入 192,397,741

２ 財 産 収 入 2,516,560
１ 財 産 売 払 収 入 2,516,560

４ 繰 越 金 15,153,244
１ 繰 越 金 15,153,244

１ 用 品 調 達 費 194,794,656
１ 調 達 費 194,794,656

歳入歳出差引残額 15,272,889 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

款 項 決 算 額

歳 出 合 計 194,794,656

歳 入

款 項 決 算 額

歳 入 合 計 210,067,545

歳 出
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平成２８年度 岡山県公債管理特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 入 金 109,112,269,795
１ 一 般 会 計 繰 入 金 102,269,053,013
２ 特 別 会 計 繰 入 金 6,843,216,782

２ 県 債 74,655,000,000
１ 県 債 74,655,000,000

１ 公 債 費 183,767,269,795
１ 公 債 費 183,767,269,795

歳入歳出差引残額 0 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

183,767,269,795

項 決 算 額

歳 入 合 計 183,767,269,795

歳 出

款 項 決 算 額

歳 出 合 計

款

歳 入
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〔
五
三
六
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

地
区
名

井
原
地
区

藤
田
工
区

二

換
地
処
分
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
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〔
五
三
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
玉
野
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

玉
野
市
番
田

北
方

公
共
測
量
（
地
図
作
成
業
務
）

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
八
日
か

、

、

下
山
坂
地
内

ら
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
ま
で
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〔
五
三
八
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の

。

と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

Ｐ
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
で
使
用
す
る
閉
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供

二

契
約
期
間

平
成
三
十
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
一
〇
番
一
〇
号

六

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

五
五

三
四
八

三
八
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四

〇
九
九

八
八
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

一

政
党
の
支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町
村
等

公
職
の
種
類

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

（
第
一
号
）

て
設
け
ら
れ
る
支
部

希
望
の
党
岡
山
県
衆
議
院
第
２
選
挙
区
支
部

津

村

啓

介

田

中

栄

一

岡
山
市
中
区
円
山
一

七

衆
議
院
議
員

○

平
成
二
九
・
一
一
・
一
七

〇

希
望
の
党
岡
山
県
衆
議
院
第
４
選
挙
区
支
部

柚

木

道

義

長

家

啓

太

倉
敷
市
西
中
新
田
五
四
八

衆
議
院
議
員

○

〃

〃

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

田
中
て
る
お
後
援
会

中

川

保

夫

田

中

立

志

小
田
郡
矢
掛
町
横
谷
二
八
五
九

平
成
二
九
・
一
一
・
二
一

山
部
た
き
お
後
援
会

森

脇

公

宏

山

部

晃

義

〃

〃

東
三
成
三
三
一
五

〃

一
一
・
二
四

横
山
た
つ
し
後
援
会

横

山

達

士

横

山

和

哉

浅
口
市
鴨
方
町
益
坂
二
七
〇

〃

一
一
・
二
七
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
参
議
院

小
野
田

紀

美

会
計
責
任
者
の
氏
名

淺

野

直

美

馬

庭

直

美

平
成
二
九
・
一
一
・
二
八

選
挙
区
第
二
支
部

民
進
党
岡
山
県
第
４
区
総
支

柚

木

道

義

〃

加

藤

清

敏

長

家

啓

太

〃

一
一
・
一
六

部
二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

太
田
え
い
じ
後
援
会

太

田

栄

司

会
計
責
任
者
の
氏
名

朝

倉

健

板

茂

雄

平
成
二
九
・
一
一
・
二
四

大
森
雅
夫
後
援
会

生

田

量

一

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
東
古
松
三

三

三
二
ウ
ィ
ン
ク

岡
山
市
北
区
西
古
松
西
町
八

一
八

〃

一
〇
・

五

－
－

－

ル
ム
東
古
松
Ｂ

Ⅴ

－

岡
見
た
だ
し
後
援
会

升

田

忠

行

会
計
責
任
者
の
氏
名

朝

倉

健

市

川

智

弘

〃

一
一
・
二
四

小
野
田
き
み
後
援
会

小
野
田

紀

美

〃

淺

野

直

美

馬

庭

直

美

〃

一
一
・
二
八

中
国
電
力
労
働
組
合
政
治
連

板

茂

雄

〃

朝

倉

健

市

川

智

弘

〃

一
一
・
二
四

盟
岡
山
統
括
本
部

日
本
の
こ
こ
ろ
岡
山
県
議
会

千

田

昌

寛

政
治
団
体
の
名
称

日
本
の
こ
こ
ろ
岡
山
県
議
会
第
一
支
部

日
本
の
こ
こ
ろ
倉
敷
市
議
会
第
一
支
部

〃

一
一
・
二
二

第
一
支
部

萩
原
誠
司
後
援
会

池

田

篤

会
計
責
任
者
の
氏
名

井

上

善

憲

平

尾

孝

之

〃

一
一
・

八

平
沼
赳
夫
友
の
会

赤

木

啓

治

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
に
係
る
国
会

〃

一
〇
・
一
〇

区
分

議
員
関
係
政
治
団
体
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
市
支
部

蜂

谷

弘

美

平
成
二
九
・
一
一
・

九

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

大
日
本
菊
流
會

吉

富

肇

平
成
二
九
・
一
一
・
三
〇

の
り
も
と
陽
介
後
援
会

則

本

陽

介

〃

一
一
・
二
〇

宮
岡
し
ず
た
か
後
援
会

岩

藤

統

彦

〃

一
〇
・
三
一
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）
の
氏
名

平

沼

正
二
郎

衆
議
院
議
員

平
沼
正
二
郎
後
援
会

津
山
市
大
田
八
一

一
一

平
成
二
九
・
一
一
・
二
〇

－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届

資
金
管
理
団
体
で

資
金
管
理
団
体
の
名
称

出
を
し
た
者
の
氏
名

な
く
な
っ
た
年
月
日

則

本

陽

介

の
り
も
と
陽
介
後
援
会

平
成
二
九
・
一
一
・
二
〇
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
号

政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
所
に
係
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
証
票
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

五
十
六
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
三
号
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
証
票
の
有
効
期
限
を
次
の

よ
う
に
定
め
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

一

平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
交
付
す
る
政
治
活
動

の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
所
に
係
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
証
票
（
以
下
「
証
票
」
と
い
う

）
の

。

有
効
期
限
は
、
平
成
三
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

二

平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
を
有
効
期
限
と
す
る
証
票
を
更
新
す
る
た
め
同
日
以
前
に
交
付

を
受
け
た
証
票
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
に
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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◎
岡
山
県
監
査
公
表
第
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し

た
平
成
二
十
八
年
度
分
の
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
監
査
委
員

池

本

敏

朗

岡
山
県
監
査
委
員

青

野

高

陽

岡
山
県
監
査
委
員

山

本

督

憲

岡
山
県
監
査
委
員

佐

藤

由

美

子
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１ 監査の概要

(1) 監査対象年度 平成28年度

(2) 監査対象機関 136機関

（内 訳）

知事部局 34機関

諸局・企業局 ５機関

教育委員会 74機関

公安委員会 23機関

(3) 監査実施機関 監査対象136機関のすべてについて監査を実施した。

(4) 監査実施方法

① 事前調査

監査事務局職員が，あらかじめ監査実施機関のすべてに出向き，関係諸帳簿及

び証拠書類を確認・照合するとともに，当該機関の職員から説明を聴取して調書

にまとめ，監査委員へ提出した。

② 監査委員監査

ア 実地監査（62機関）

監査委員が，監査実施機関に出向き，①の調書の内容を踏まえ，当該機関の

職員から説明を聴取するとともに，当該機関から提出された監査資料等及び監

査調書に基づいて監査を行った。

イ 書面監査（74機関）

監査委員が，①の調書の内容を踏まえ，監査実施機関から提出された監査資

料等及び監査調書に基づいて監査を行った。

２ 監査の結果

(1) 総括的事項

① 監査を実施した136機関のうち，20機関について延べ44件の改善を要すると認

められる事案（指摘事項）があった。これは，前年度の16機関・42件に比べ，機

関数，件数ともに増加している。

② 前年度の指摘事項のうち収入未済額に係る33項目に関しては，25項目について

未収額が減少しているものの，７項目については未収額が増加，１項目について

は増減がなかった。また，未収額が減少した項目及び増減がなかった項目につい

ても，なお多額の未収額が残っている。

③ 上記②を除く指摘事項に関しては，違法な支出や不適切な会計処理に該当する

と認められるものはなかったが，岡山県財務規則その他の財務・会計に関する諸

規程に反すると認められるものがあった。

④ 指摘事項に至らないが，書類の整備や物品の管理手続き等に問題があり，是正

すべきものと認められる事案（注意・指導事項）は，87機関・409件であり，前

年度の78機関・406件に比べ，機関数，件数ともに増加している。

指摘 区 分
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監査実施機関 監査年月日

事項 実地 書面

知 知事直轄・総合政策局・総務部 平成29年10月26日 － ○

事 消防学校 平成29年７月26日 － ○

部 東京事務所 平成29年７月28日 － ○

局 県立記録資料館 平成29年８月23日 － ○

県民生活部 平成29年10月26日 有 ○

岡南飛行場管理事務所 平成29年７月21日 － ○

岡山空港管理事務所 平成29年７月20日 － ○

消費生活センター 平成29年８月９日 － ○

男女共同参画推進センター 平成29年８月22日 － ○

環境文化部 平成29年10月24日 有 ○

環境保健センター 平成29年８月７日 － ○

県立美術館 平成29年８月23日 有 ○

保健福祉部 平成29年10月20日 有 ○

福祉相談センター（中央児 平成29年８月22日 有 ○

童相談所を含む ）。

倉敷児童相談所 平成29年８月３日 有 ○

津山児童相談所 平成29年７月27日 有 ○

県立成徳学校 平成29年８月９日 － ○

健康の森学園 平成29年８月４日 有 ○
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産業労働部 平成29年10月30日 有 ○

大阪事務所 平成29年７月25日 － ○

工業技術センター 平成29年８月１日 － ○

南部高等技術専門校 平成29年８月７日 － ○

北部高等技術専門校 平成29年７月27日 － ○

北部高等技術専門校美作校 平成29年７月31日 － ○

農林水産部 平成29年10月27日 － ○

農林水産総合センター 平成29年８月17日 － ○

～８月18日

県営食肉地方卸売市場 平成29年８月８日 － ○

土木部 平成29年10月27日 有 ○

後楽園事務所 平成29年７月19日 － ○

出納局 平成29年10月20日 － ○

備前県民局（東備地域事務所を 平成29年10月16日 有 ○

含む ） ～10月17日。

備中県民局（井笠，高梁，新見 有 ○

地域事務所を含む ） 平成29年10月11日。

～10月12日

水島港湾事務所 － ○

美作県民局（真庭，勝英地域事 平成29年10月５日 有 ○

務所を含む ） ～10月６日。

諸 議会事務局 平成29年10月24日 － ○

局 人事委員会事務局 平成29年10月30日 － ○
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等 労働委員会事務局 平成29年10月30日 － ○

監査事務局 平成29年10月30日 － ○

企業局 平成29年７月14日 有 ○

教 教育庁 平成29年10月24日 有 ○

育 岡山教育事務所 平成29年７月27日 － ○

委 津山教育事務所 平成29年10月30日 － ○

員 総合教育センター 平成29年８月１日 － ○

会 生涯学習センター 平成29年７月20日 － ○

県立図書館 平成29年10月30日 － ○

県立博物館 平成29年８月７日 － ○

古代吉備文化財センター 平成29年10月30日 － ○

岡山朝日高等学校 平成29年10月30日 － ○

岡山操山高等学校（中学校を含 平成29年10月30日 － ○

む ）。

岡山芳泉高等学校 平成29年７月27日 － ○

岡山一宮高等学校 平成29年10月30日 － ○

岡山城東高等学校 平成29年10月30日 － ○

西大寺高等学校 平成29年６月27日 － ○

瀬戸高等学校 平成29年６月27日 － ○

高松農業高等学校 平成29年６月27日 － ○

興陽高等学校 平成29年10月30日 － ○
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瀬戸南高等学校 平成29年６月27日 － ○

岡山工業高等学校 平成29年７月27日 － ○

東岡山工業高等学校 平成29年10月30日 － ○

岡山東商業高等学校 平成29年７月19日 － ○

岡山南高等学校 平成29年10月30日 － ○

岡山御津高等学校 平成29年７月13日 － ○

倉敷青陵高等学校 平成29年10月30日 － ○

倉敷天城高等学校（中学校を含 平成29年７月27日 － ○

む ）。

倉敷南高等学校 平成29年10月30日 － ○

倉敷古城池高等学校 平成29年10月30日 － ○

倉敷中央高等学校 平成29年10月30日 － ○

玉島高等学校 平成29年６月27日 － ○

倉敷鷲羽高等学校 平成29年７月14日 － ○

倉敷工業高等学校 平成29年10月30日 － ○

水島工業高等学校 平成29年10月30日 － ○

倉敷商業高等学校 平成29年７月14日 － ○

玉島商業高等学校 平成29年７月14日 － ○

津山高等学校 中学校を含む 平成29年６月27日 － ○（ 。）

津山東高等学校 平成29年６月27日 － ○
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津山工業高等学校 平成29年６月27日 － ○

津山商業高等学校 平成29年６月27日 － ○

玉野高等学校 平成29年６月27日 － ○

玉野光南高等学校 平成29年10月30日 有 ○

笠岡高等学校 平成29年６月27日 － ○

笠岡工業高等学校 平成29年７月６日 － ○

笠岡商業高等学校 平成29年７月６日 － ○

井原高等学校 平成29年10月30日 － ○

総社高等学校 平成29年８月３日 － ○

総社南高等学校 平成29年７月11日 － ○

高梁高等学校 平成29年７月14日 － ○

高梁城南高等学校 平成29年７月14日 － ○

新見高等学校 平成29年８月４日 － ○

備前緑陽高等学校 平成29年６月27日 － ○

邑久高等学校 平成29年７月10日 － ○

勝山高等学校 平成29年７月14日 － ○

真庭高等学校 平成29年７月12日 － ○

林野高等学校 平成29年７月31日 － ○

鴨方高等学校 平成29年10月30日 － ○

和気閑谷高等学校 平成29年６月27日 － ○
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矢掛高等学校 平成29年７月７日 － ○

勝間田高等学校 平成29年７月14日 － ○

烏城高等学校 平成29年７月12日 － ○

岡山大安寺中等教育学校 平成29年10月30日 － ○

岡山盲学校 平成29年６月27日 － ○

岡山聾学校 平成29年７月26日 － ○

岡山支援学校 平成29年６月27日 － ○

岡山西支援学校 平成29年７月18日 － ○

岡山東支援学校 平成29年７月14日 － ○

岡山南支援学校 平成29年６月27日 － ○

岡山瀬戸高等支援学校 平成29年６月27日 － ○

倉敷まきび支援学校 平成29年７月11日 有 ○

倉敷琴浦高等支援学校 平成29年６月27日 － ○

西備支援学校 平成29年６月27日 － ○

健康の森学園支援学校 平成29年８月４日 － ○

東備支援学校 平成29年６月27日 － ○

早島支援学校 平成29年６月27日 － ○

誕生寺支援学校 平成29年８月８日 － ○

公 県警察本部 平成29年10月30日 有 ○

安 岡山中央警察署 平成29年10月30日 － ○
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委 岡山東警察署 平成29年７月27日 － ○

員 岡山西警察署 平成29年10月30日 － ○

会 岡山南警察署 平成29年７月21日 － ○

岡山北警察署 平成29年７月13日 － ○

赤磐警察署 平成29年10月30日 － ○

備前警察署 平成29年10月30日 － ○

瀬戸内警察署 平成29年７月10日 － ○

玉野警察署 平成29年７月14日 － ○

児島警察署 平成29年10月30日 － ○

倉敷警察署 平成29年７月18日 － ○

水島警察署 平成29年10月30日 － ○

玉島警察署 平成29年10月30日 － ○

笠岡警察署 平成29年７月14日 有 ○

井原警察署 平成29年７月７日 － ○

総社警察署 平成29年10月30日 － ○

高梁警察署 平成29年７月14日 － ○

新見警察署 平成29年６月27日 － ○

真庭警察署 平成29年７月14日 － ○

津山警察署 平成29年６月27日 有 ○

美作警察署 平成29年６月27日 － ○
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美咲警察署 平成29年10月30日 － ○

(2) 個別的事項（指摘事項）

知事部局○

① 県民生活部

ア 本庁

・雑入（生業・修学資金償還金等）の収入未済額について，総額は減少して

いるものの，なお多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。

雑入（生業・修学資金償還金等）収入未済状況

平成27年度末 64,297,639円

平成28年度末 53,532,013円

比 較 増 減 △10,765,626円

② 環境文化部

ア 本庁

・前年度の注意・指導事項のうち，支出の手続が適正でないものについて，

本年度の監査においても，概算払を行っている経費について，精算決議書

が作成されていないものが認められた。

イ 県立美術館

・備品購入において，513,000円で契約しているが，請書を徴していないも

のが認められた。

③ 保健福祉部

ア 本庁

・雑入（看護学生奨学資金貸付金返還金等）及び母子父子寡婦福祉資金貸付

金の収入未済額について，総額は減少しているものの，なお多額の未収額

があり，さらなる改善が必要である。

雑入（看護学生奨学資金貸付金返還金等）収入未済状況

平成27年度末 9,840,970円

平成28年度末 5,785,230円

比 較 増 減 △4,055,740円

母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況
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平成27年度末 14,951,433円

平成28年度末 7,770,895円

比 較 増 減 △7,180,538円

イ 福祉相談センター

・児童保護弁償金の収入未済額について，総額は減少しているものの，なお

多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。

児童保護弁償金収入未済状況

平成27年度末 11,190,400円

平成28年度末 10,063,450円

比 較 増 減 △1,126,950円

・平成27年度の児童一時保護委託費の支出において誤って正当債権者でない

者に支出したものを，平成28年度において誤支出であることが判明したた

め，正当債権者への支出及び誤払いに係る返納を行っているものが認めら

れた。

ウ 倉敷児童相談所

・収入未済額について，児童保護弁償金については総額が減少しているもの

の，児童保護弁償金に係る延滞金については増加している。また，総額が

減少した項目についても，なお多額の未収額があり，併せてさらなる改善

が必要である。

児童保護弁償金収入未済状況

平成27年度末 14,406,760円

平成28年度末 10,277,810円

比 較 増 減 △4,128,950円

児童保護弁償金に係る延滞金収入未済状況

平成27年度末 1,336,800円
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平成28年度末 1,377,700円

比 較 増 減 40,900円

エ 津山児童相談所

・児童保護弁償金の収入未済額について，総額が増加し，多額の未収額があ

り，さらなる改善が必要である。

児童保護弁償金収入未済状況

平成27年度末 7,138,320円

平成28年度末 7,816,160円

比 較 増 減 677,840円

オ 健康の森学園

・学園内に設置している飲料自動販売機の電気使用料の収入において，契約

書では，設置許可者（岡山県障害福祉課）が自動販売機設置者負担分を収

入することとなっているが，この約定に反して，当該負担分について，設

置事務所（健康の森学園）が支出済の電気使用料への歳出戻入により処理

しているものが認められた。

・契約金額100万円以上の建物修繕契約の支払において，検査調書を作成し

ていないものが認められた。

④ 産業労働部

ア 本庁

・中小企業支援資金貸付金（高度化・近代化）の収入未済額について，総額

は減少しているものの，なお多額の未収額があり，さらなる改善が必要で

ある。

中小企業支援資金貸付金（高度化・近代化）収入未済状況

平成27年度末 565,319,547円

平成28年度末 536,100,115円

比 較 増 減 △29,219,432円

・ 公社）岡山県観光連盟への負担金（67,317,000円）の支出において，検（
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査調書を作成していないものが認められた。

⑤ 土木部

ア 本庁

・収入未済額について，雑入（工事現場発生事故損害賠償金求償等）につい

ては総額が減少しているものの，土木使用料（住宅使用料）については増

加している。また，総額が減少した項目についても，なお多額の未収額が

あり，併せてさらなる改善が必要である。

土木使用料（住宅使用料）収入未済状況

平成27年度末 54,408,397円

平成28年度末 58,022,211円

比 較 増 減 3,613,814円

雑入（工事現場発生事故損害賠償金求償等）収入未済状況

平成27年度末 9,893,826円

平成28年度末 9,881,826円

比 較 増 減 △12,000円

⑥ 備前県民局

ア 本局

・収入未済額について，県税等，雑入（生活保護費返還金 ，母子父子寡婦）

福祉資金貸付金及び農業改良資金貸付金については総額が減少しているも

のの，土木使用料については増加している。また，総額が減少した項目に

ついても，なお多額の未収額があり，併せてさらなる改善が必要である。

県税等収入未済状況

平成27年度末 2,545,835,624円

平成28年度末 2,318,972,766円

比 較 増 減 △226,862,858円

雑入（生活保護費返還金）収入未済状況
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平成27年度末 7,019,390円

平成28年度末 5,407,029円

比 較 増 減 △1,612,361円

母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況

平成27年度末 9,728,120円

平成28年度末 9,606,060円

比 較 増 減 △122,060円

農業改良資金貸付金収入未済状況

平成27年度末 36,359,655円

平成28年度末 33,306,655円

比 較 増 減 △3,053,000円

土木使用料収入未済状況

平成27年度末 6,294,359円

平成28年度末 6,634,739円

比 較 増 減 340,380円

⑦ 備中県民局

ア 本局

・県税等，雑入（生活保護費返還金 ，母子父子寡婦福祉資金貸付金及び農）

業改良資金貸付金の収入未済額について，総額は減少しているものの，な

お多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。

県税等収入未済状況

平成27年度末 1,523,157,181円
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平成28年度末 1,262,032,240円

比 較 増 減 △261,124,941円

雑入（生活保護費返還金）収入未済状況

平成27年度末 7,133,527円

平成28年度末 6,532,438円

比 較 増 減 △601,089円

母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況

平成27年度末 10,495,584円

平成28年度末 7,401,368円

比 較 増 減 △3,094,216円

農業改良資金貸付金収入未済状況

平成27年度末 23,100,040円

平成28年度末 21,343,525円

比 較 増 減 △1,756,515円

⑧ 美作県民局

ア 本局

・収入未済額について，雑入（シュレッダーダスト撤去事業費負担金等 ，）

県税等及び母子父子寡婦福祉資金貸付金については総額が減少しているも

のの，雑入（生活保護費返還金）及び農業改良資金貸付金については増加

している。また，総額が減少した項目についても，なお多額の未収額があ

り，併せてさらなる改善が必要である。

雑入（シュレッダーダスト撤去事業費負担金等）収入未済状況

平成27年度末 136,510,323円
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平成28年度末 136,500,323円

比 較 増 減 △10,000円

県税等収入未済状況

平成27年度末 264,318,750円

平成28年度末 218,986,016円

比 較 増 減 △45,332,734円

雑入（生活保護費返還金）収入未済状況

平成27年度末 3,449,694円

平成28年度末 4,401,599円

比 較 増 減 951,905円

母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況

平成27年度末 6,244,187円

平成28年度末 4,984,802円

比 較 増 減 △1,259,385円

農業改良資金貸付金収入未済状況

平成27年度末 2,788,742円

平成28年度末 3,372,352円

比 較 増 減 583,610円

○ 諸局等

① 企業局

・収入未済額について，給水承認取消負担金については総額に増減がなく，営
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業未収金（給水料金）については増加している。また，総額に増減がない項

， ， 。目についても なお多額の未収額があり 併せてさらなる改善が必要である

営業未収金（給水料金）収入未済状況

平成27年度末 43,689,446円

平成28年度末 65,520,768円

比 較 増 減 21,831,322円

給水承認取消負担金収入未済状況

平成27年度末 2,543,100円

平成28年度末 2,543,100円

比 較 増 減 0円

○ 教育委員会

① 教育庁

・高等学校貸付奨学金，高等学校等奨学金貸付金及び大学奨学金貸付金の収入

未済額について，総額は減少しているものの，なお多額の未収額があり，さ

らなる改善が必要である。

高等学校貸付奨学金収入未済状況

平成27年度末 57,648,409円

平成28年度末 46,931,246円

比 較 増 減 △10,717,163円

高等学校等奨学金貸付金収入未済状況

平成27年度末 388,553,224円

平成28年度末 282,630,834円

比 較 増 減 △105,922,390円
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大学奨学金貸付金収入未済状況

平成27年度末 198,438,338円

平成28年度末 153,644,147円

比 較 増 減 △44,794,191円

② 玉野光南高等学校

・授業料の督促状を送付し，納付の確認をした際に，延滞金の調定手続が行わ

れていないものが認められた。

③ 倉敷まきび支援学校

・バスケットゴール購入の見積り合わせにおいて，支出予定額（積算額）を超

えた予定価格を設定しているものが認められた。

○ 公安委員会

① 県警察本部

・放置違反金の収入未済額について，総額は減少しているものの，なお多額の

未収額があり，さらなる改善が必要である。

放置違反金収入未済状況

平成27年度末 6,904,921円

平成28年度末 6,599,064円

比 較 増 減 △305,857円

・平成27年度の常時経費において，年度末精算後速やかに戻入を行うべきとこ

ろ，当該年度内に戻入されていないことが判明したため，平成29年３月に収

入しているものが認められた。

② 笠岡警察署

・警察車両による交通事故で亡失損傷したもので損害額100万円以上の事故の

発生が認められた。

③ 津山警察署

・警察車両による交通事故で亡失損傷したもので損害額100万円以上の事故の

発生が認められた。

・前年度の注意・指導事項のうち，契約書の内容が適正でないものについて，

本年度の監査においても，ガソリンの単価契約において徴取している暴力団

排除条例に係る誓約書の内容が改正前の内容となっているものが認められ
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た。

３ 所見

(1) 財務事務の適正化について

前年度の監査の結果に対する意見において，適正かつ効率的な財務事務の執行を

求めていたが，財務事務の執行に当たって，一部に事務処理の誤りが見受けられ，

前年度に比べて，指摘事項，注意・指導事項ともに該当機関数及び件数は増加し，

依然として財務事務の適正な執行が徹底されていない傾向が見受けられた。

一方で，改善が見られた機関があるものの，他の機関において新たに同様の事案

， ，が発生していること 前年度に注意・指導事項として改善を求めたにもかかわらず

件数の増加した機関が多くあったこと，同じ誤りを繰り返していた機関があったこ

と等から，定期監査の結果を踏まえ，それぞれの機関における改善に向けての取組

が職員に十分に浸透していない面があるとともに，全庁的な情報の共有が不十分で

あると考えられる。また，こうした事案の多くは財務事務に関する知識の不足や不

注意に起因するものと認められ，内部牽制が有効に機能していないものと考えられ

る。

今後，監査結果の趣旨を全庁的に徹底するとともに，内部チェック機能強化や実

効性のある職員研修の実施などの取組を一層充実させ，適正かつ効率的な財務事務

の執行に努められたい。

なお，財産関係では，公用車による交通事故での亡失損傷は件数，金額ともに２

年連続で増加し，その原因はバック時の接触事故等不注意による自損事故が多くを

占めていることから，各機関での安全運転教育の徹底を図るとともに全庁的な取組

を行うことにより，より一層の事故防止に努められたい。

(2) 収入未済の解消等について

税及び税外収入に係る収入未済の解消については，債権管理体制を強化し，全庁

を挙げて債権回収に取り組んだ結果，多くの機関で成果を上げているものと認めら

れる。

， ， ，しかしながら なお多額の未収額があることから 県民負担の不公平感を払拭し

適正に財源を確保する観点に立って，個々の実情に応じたきめ細かな措置を適切に

講じるとともに，法的手段等の活用による徹底した債権管理を行うことにより，収

入未済の早期解消に努められたい。

なお，今年度の監査において，未収額が増加した機関があることから，新たな未

収金を発生させないよう適時適切な対応に努められたい。
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◎
岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
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一
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及
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第
百
三
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の
規
定
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よ
り
、
平
成
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お
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る
第
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権
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増
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次
の
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り
指
示
す

る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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〇
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、
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め
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岡
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山
西
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学
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の
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中

「

三
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六

に
改
め
、
同
表
岡
山
県
立
早
島
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学
校
の

」

「

項
中
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を
」

「

三
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。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

岡
山
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
八
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
伊
島
町
三
丁
目
一
番
一
号

岡
山
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
津
島
東
一
丁
目
四
番
一
号

Ｃ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

代
表
者

牧
野

康
平

三

指
定
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

岡
山
県
立
図
書
館
条
例
（
平
成
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
丸
の
内
二
丁
目
六
番
三
〇
号

岡
山
県
立
図
書
館

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
駅
元
町
一
番
六
号
岡
山
フ
コ
ク
生
命
駅
前
ビ
ル
七
階

鹿
島
建
物
・
オ
ー
ク
ス
・
岡
山
造
園
グ
ル
ー
プ

代
表
者

宅

正
雄

三

指
定
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

岡
山
県
立
博
物
館
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
後
楽
園
一
番
五
号

岡
山
県
立
博
物
館

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
海
岸
通
六
番
地

国
際
ラ
イ
フ
パ
ー
ト
ナ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

荒
谷

明
彦

三

指
定
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２９年１２月２６日　岡山県公報　第１１９５２号


